
4-1

第4章 方法書についての意見と事業者の見解

4.1 公告・縦覧の概要、住民説明会等開催状況

4.1.1 公告・縦覧の概要

方法書の公告・縦覧は、表 4.1-1 に示す内容で行った。

表 4.1-1 方法書の公告・縦覧の概要

公告日 令和 5年 8月 10 日

縦覧期間 令和 5年 8月 10 日～9月 10 日

縦覧場所 上越市環境部環境政策課

上越市柿崎区総合事務所

柏崎市役所市政情報コーナー

柏崎市米山コミュニティーセンター

公益財団法人新潟県環境保全事業団上越業務課

意見募集期間 令和 5年 9月 25 日まで

4.1.2 住民説明会開催状況

住民説明会は表 4.1-2 に示す内容で行った。

表 4.1-2 住民説明会の開催状況

開催日時 場所 参加者数

令和 5年 8月 29 日 19:00～20:00 柿崎コミュニティープラザ 11 名

令和 5年 8月 31 日 19:00～20:00 米山コミュニティーセンター 15 名

4.2 意見の概要及び事業者の見解

4.2.1 方法書についての意見の概要及び事業者の見解

方法書についての意見の概要及び事業者の見解は表 4.2-1 に示すとおりである。
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表 4.2-1 方法書についての意見の概要と事業者の見解

意見概要 事業者の見解

万蔵川の水質調査について

・施設稼働後も自然環境の復元、再生に向けて

の継続的な調査を行うべきであり、具体的な環

境保全対策について迅速かつ分かりやすい情報

公開を要望します。

・埋立完了後も環境モニタリング調査を継続

的に行い、結果はホームページ等を活用し速

やかに公表します。

・具体的な環境保全対策については、今後検

討の上、準備書でお示しします。

植物相の調査について

・事業実施区域及びその周辺においては、過去

に現地調査の記録が無いが、貴重な植物相を形

成していると考えられることから、これを明ら

かにする調査が必要であり、失われるものにつ

いては、その資料を残すことが跡地利用の検討

においても重要と考えます。

・自然環境の復元、再生に向けて基礎となる調

査を要望します。

・事業実施区域及びその周辺において、動物

相、植物相、植物群落、植生の現状を明らか

にする調査を実施し、調査結果を施設の緑化

計画等に反映してまいります。

市民との情報共有について

・埋立後の施設の有効活用に向けて、各団体

への説明会での質疑応答内容を公表するなど、

多くの市民と情報を共有し、ともに整備するこ

とを要望します。

・御指摘の点について、ホームページ等も活

用し、多くの皆さんと情報共有を図りなが

ら、事業を進めてまいりたいと考えていま

す。



4-3

4.3 方法書についての県知事の意見及び事業者の見解

4.3.1 方法書についての県知事の意見

方法書についての新潟県知事の意見（令和 5 年 12 月 28 日 環政第 1261 号）は、次のとお

りである。
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4.3.2 事業者の見解

新潟県知事意見に対する事業者の見解は表 4.3-1～表 4.3-3 に示すとおりである。

表 4.3-1 新潟県知事意見と事業者の見解

新潟県知事意見 事業者の見解

１総括的事項

(1) 環境影響評価を行う過程において、環境影

響評価の項目や手法の選定に影響を与える新た

な事情が生じた場合は、必要に応じて環境影響

評価の項目や手法を見直し、適切に調査、予測

及び評価を行い、環境影響が回避又は極力低減

されるよう必要な環境保全措置を検討するこ

と。

事業計画を整理し、環境影響評価の項目や手

法の選定に影響を与える新たな事情がない

ことを確認しました。

(2) 準備書段階で、環境への影響が予想される

項目に係る事業計画の細部が未確定の場合は、

最も環境負荷が大きくなる条件を想定し、調査、

予測及び評価を行うこと。

準備書の作成にあたり、可能な限り詳細な工

事計画、施設設計などを明らかにしました。

さらに、事業計画に未確定の部分がある場合

は、最も環境負荷が大きくなる条件を想定

し、調査、予測及び評価を行いました。

(3) 環境影響の調査、予測及び評価に当たって

は、最新の知見、専門家等の助言及び類似事例

を踏まえ、適切に行うこと。

調査の実施、予測及び評価の実施にあたり、

最新の知見、専門家などの助言及び類似事例

を踏まえ、適切に行いました。

(4) 準備書の作成に当たっては、調査、予測及

び評価の内容を具体的かつ分かりやすく記載す

るほか、図表、地図及び写真等を活用するなど

し、理解しやすいものとなるよう配慮するとと

もに、実施区域の周辺の地域住民、自治体等の

関係者の理解が得られるよう、十分な情報提供

と説明に努めること。

準備書の作成にあたり、調査、予測及び評価

の内容は、図表、地図、写真などを用い、極

力わかりやすい記述となるよう努めました。

また、周辺の地域住民、自治体などには十

分な情報提供を行うよう、心がけます。
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表 4.3-2 新潟県知事意見と事業者の見解

新潟県知事意見 事業者の見解

２個別的事項

(1) 大気環境について

工事の実施並びに廃棄物の搬入及び埋立てに伴

い、大気質、騒音、振動及び悪臭等の周辺の大気

環境への影響が懸念されるため、実施区域と住

宅等との位置関係を踏まえ、適切に調査、予測

及び評価を行い、環境影響が回避又は極力低減

されるよう必要な環境保全措置を検討するこ

と。

大気質、騒音、振動及び悪臭について、実施

区域と住宅などとの位置関係に配慮し、適切

な予測、評価を行い、環境保全対策を検討し

ました。

(2) 水質について

本事業の実施に伴い、周辺の河川の水環境への

影響が懸念されることから、事業特性、放流先

河川の流量の季節変動及び流域の利水の状況等

を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行い、環

境影響が回避又は極力低減されるよう必要な環

境保全措置を検討すること。

河川の１年間の水質調査に加え、利水状況を

把握しました。そのうえで、平均流量、低水

流量を勘案した予測評価を行い、環境影響が

回避又は極力低減されるよう必要な環境保

全措置を検討しました。

(3) 動植物、生態系について

ア 本事業の実施に伴う実施区域内の土地の

改変や河川の水環境の変化等により、動物、

植物及び生態系への影響が懸念されるた

め、今後検討される施設や搬入道路の詳細

な配置計画を踏まえ、適切に調査、予測及び

評価を行い、環境影響が回避又は極力低減

されるよう必要な環境保全措置を検討する

こと。

土地改変の状況、水環境の変化を踏まえ、動

植物、生態系への影響について予測及び評価

を実施しました。また、環境影響が回避又は

極力低減されるよう必要な環境保全措置を

検討しました。

イ 陸上動物の調査について、埋立地の設置

予定地内にも調査定点や踏査ルートを設定

する等、陸上動物の生息状況を適切に把握

できる手法を選定すること。

なお、現地の状況などにより埋立地の設

置予定地内の調査が困難な場合は、必要に

応じて自然環境が類似する他の地域で調査

を実施し、その結果から陸上動物の生息状

況を類推する等の手法も検討すること。

ほ乳類、一般鳥類、昆虫類については、2 か

所の最終処分場計画地に対し、それぞれ落葉

広葉樹、針葉樹、草原の地点を選定し、トラ

ップ調査、センサーカメラ調査、鳥類の定点

調査等を実施しました。また、ほ乳類、両生

類、爬虫類、昆虫類の調査では、両計画地の

踏査可能な範囲で目視観察、任意採取などを

実施しました。
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表 4.3-3 新潟県知事意見と事業者の見解

新潟県知事意見 事業者の見解

ウ 魚類及び底生生物の現地調査について、

河川の地形や堰堤の存在等の生息環境の相

違を踏まえた調査地点の設定や、年間を通

じた個体数の変動を把握するため冬季の調

査を追加するなど、魚類及び底生生物の生

息状況を適切に把握できる手法を検討する

こと。

魚類調査では万蔵川中流地点に農業用取水

堰があり、魚類の移動を制限していると考え

られたため、万蔵川中流地点を堰の上流側、

下流側に分けて調査を実施しました。底生生

物では、堰の存在の影響は少ないと判断し、

堰の上流側を代表地点としました。

また、年間の変動を把握するため、冬季調査

を追加して実施しました。

エ 魚類の文献調査について、近隣の柿崎川

の文献を調査し、実施区域周辺の魚類相の

状況等を準備書に記載すること。

柿崎川の文献調査を実施し、実施区域周辺の

魚類相について記載しました。

オ 植物の植生図調査について、常緑広葉樹

の分布をより詳細に把握するため秋季の紅

葉・落葉期の調査を追加するなど、植物の生

育状況を適切に把握できる手法を検討する

こと。

植生図調査については紅葉・落葉期の調査を

追加して実施しました。

(4) 景観について

本事業の実施に伴い、実施区域周辺に存在

する眺望点からの眺望景観への影響が懸念さ

れることから、米山の山頂及び登山道を含む

周辺の現地調査を実施し、その結果等から埋

立地を視認できる眺望点を選定した上で、適

切に調査、予測及び評価を行い、環境影響が

回避又は極力低減されるよう必要な環境保全

措置を検討すること。

米山山頂及び登山道を含む現地調査を実施

し、眺望状況を確認し、山頂、登山道以外に

実施区域を望むことができる眺望地点がな

いことを確認しました。

予測では、山頂、登山道を眺望地点と選定し、

フォトモンタージュを用いた予測及び評価

を実施しました。

(5) その他

最終処分場の設置計画の更なる検討にあた

っては、周辺の地下水や地形地質の状況等を

踏まえ、十分な安全性の確保に留意すること。

最終処分場の設置計画の検討にあたっては、

周辺の地下水や地形地質の状況等を踏まえ、

十分な安全性の確保に留意しました。
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上越市長意見に対する事業者の見解は表 4.3-4～表 4.3-6 に示すとおりである。

表 4.3-4 上越市長意見と事業者の見解

上越市長意見 事業者の見解

１個別的事項

（大気質）

二酸化硫黄について、方法書に記載がないため、

評価の必要性を検討するとともに必要に応じて

評価項目に追加することが必要と考えます。

評価の必要性について追加検討を行いまし

た。新潟県下の令和元年度から令和 5年度に

おける二酸化硫黄日平均値の 2％除外値は

0.001～0.006ppm と近年低濃度で推移してお

り、環境基準を達成しています。ガソリン、

軽油の燃料中に含まれる硫黄分については

「自動車の燃料の性状に関する許容限度及

び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容

限度」（平成 7 年環境庁告示第 64 号）に基づ

き規制が図られています。また、本事業にお

いて、重油等の燃料を使用する計画はありま

せん。以上のことから、建設機械の稼働、資

材及び機械の運搬、廃棄物運搬車両からの排

出量は少ないと考えられることから、項目か

ら除外しました。

（水質）

水質調査に当たっては、環境基準で設定されて

いる項目にとらわれずに規制の動向等に応じ

て、測定する、頻度を上げる、モニタリングシス

テムを設置するなどの方法を検討することが必

要と考えます。

環境モニタリングの調査項目、頻度について

は、環境影響評価の結果を踏まえ、市や町内

会ともご相談のうえ、決定してまいります。

また、関連法令、基準等の動向を注視しつつ、

必要に応じて調査方法、項目等の見直しを実

施してまいります。

（動物）

近年、日本海側の海岸線沿いや奥まった場所で

ガビチョウやアライグマ等の特定外来生物が急

速に分布を増やしているため、アセス調査にお

いてこれら生物の実態を確認した場合は、駆除

のために関係機関に連絡するなど必要な対応を

行うようお願いします。

本調査で確認されたアライグマの情報につ

いては、駆除を実施している上越市役所に情

報提供いたしました。

また、ガビチョウについての駆除は行われて

おりませんが、本調査で確認されたガビチョ

ウの情報について、同様に上越市役所に情報

提供いたしました。

上記調査の状況を踏まえ、必要に応じて対応を

継続的に実施するようお願いします。

今後の事後調査の中で、駆除を実施している

特定外来生物の情報が確認された場合は、上

越市役所に情報提供してまいります。
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表 4.3-5 上越市長意見と事業者の見解

上越市長意見 事業者の見解

（植物）

植生調査、群落調査に当たっては、なるべくく

まなく調査するよう配慮するとともに、可能な

限り広く植物相の把握に努めるようお願いしま

す。

植生調査、植物相の調査は、事業区域から

250m の範囲を市道、山道などを利用して、

できる限り調査範囲をくまなく調査し、植

物相の把握に努めました。

事業予定区域の周辺には、上越市文化財「ハマ

ナス群生地」（竹鼻海岸）があるため、調査等に

おいて影響が及ぶことが判明した場合は、文化

財保護に配慮し、必要な対応を行うようお願い

します。

「ハマナス群生地」（竹鼻海岸）については、

改変区域（直近の工事用道路）から 300m 程度

離れており事業影響は及ばないと考えてお

ります。また、整備予定地内から出る水につ

いては、埋立地内の降水は浸出水処理施設で

水質処理したうえで万蔵川の下流へ放流し、

それ以外の降水や地下水は従前とほぼ同様

に流出（万蔵川の上流へ放出）します。埋立

地の面積は万蔵川流域の約 3％程度（竹鼻埋

立地 1.49％、下中山埋立地 1.76%）であるこ

とも合わせると、万蔵川の水量や土砂量が大

きく変わることはないと見込んでおります。

そのため、砂浜への堆積物の増加による影響

は及ばないものと考えています。

（景観）

豊かな自然は上越市の景観を構成している大切

な要素であるため、環境影響評価の調査・予測・

評価においては、「上越市景観計画」に記載され

ている内容を考慮したうえで実施するようお願

いします。

「上越市景観計画」における「一般区域にお

ける行為の制限」の内容を踏まえ、施設の形

態・意匠は周辺景観と調和した違和感のない

ものとし、高さや色彩については同計画およ

び上越市環境色彩ガイドラインに準拠して

設計します。造成により生じる法面は緑化に

努め、周辺植物の自然侵入を基本とし、不足

する場合には周辺で採取した種子由来の種

苗導入を検討します。
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表 4.3-6 上越市長意見と事業者の見解

上越市長意見 事業者の見解

２付帯事項

遮水工の整備に当たっては、地形等の条件を考

慮のうえ必要な対策を講じるようお願いしま

す。

県指導要綱に基づき、埋立地の基礎地盤は、

埋立てる産業廃棄物の荷重等による遮水層

の損傷を防止するために必要な強度を有し、

かつ、遮水層の損傷を防止することができる

平らな状態とするとともに、埋立地の盛土法

面・切土法面の勾配や小段の間隔を適切に設

定し、遮水シートの天端を固定工により強固

に固定し遮水シートの滑落を防止する、勾配

のある法面部には難透水性層は敷設せずに

モルタル吹付＋ベントナイト複合遮水ライ

ナーの敷設とするなど地形・地質等の条件を

考慮の上必要な対策を検討します。

工事に係る盛り土や覆土に当たっては、地質ボ

ーリング調査の結果を踏まえ必要な対策を講じ

るようお願いします。

地質調査の結果を踏まえ必要な対策を検討

します。

施設の設計に当たっては、降雨量の想定など適

切に検討して進めるようお願いします。

降雨量の想定など適切に検討し、施設の設計

を進めます。

施設の緑化について、環境への影響を配慮し、

地域に生育する樹種の選定や外来種がなるべく

入らない方法・手法を採用するようお願いしま

す。

緑化については、周辺からの自然侵入による

緑化及び、必要に応じて現地周辺で採取した

種苗を用いることとします。外来種が著しく

拡大するようなことがあれば、必要に応じて

除去作業を行う等の対応を検討します。

温室効果ガスであるメタンガスの排出につい

て、今後国の法令等で排出に係る基準等が設け

られる可能性があるため、動向に応じて適切に

対処することが必要と考えます。

今後国の法令等でメタンガスの排出に係る

基準等が設けられる場合は、動向に応じて適

切に対処します。


